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国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
が
お
勤
め
の
会
社
の
健
康
保

険
に
加
入
し
、新
た
に
健
康
保
険
証

を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、国
民
健
康

保
険
の
資
格
喪
失
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
の
う
ち
、
整
骨
院
・
接
骨
院
を

受
診
し
た
方
や
、
あ
ん
ま
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
、
は
り
・
き
ゅ
う
を
受
け
た

方
を
対
象
に
、市
が
委
託
し
た
株
式

会
社
コ
ア
ジ
ャ
パ
ン
か
ら
、施
術
内

容
を
確
認
す
る
た
め
の
文
書
を
送

付
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

整
骨
院
・
接
骨
院
な
ど
の
施
術
内
容
の
確
認
に
ご
協
力
を

　ゲートキーパーとは、自殺を防ぐため、悩ん
でいる人の話を聞き、必要な支援につなげ、見
守る人のことです。
　「若年向け支援」をテーマに、学業や進路、就
労などの悩みを抱えやすい大学生～ 30歳代の方
への支援について学びます（参加費無料）。
◇ 日時　５月31日（金）の午後２時～３時30分
◇ 場所　あいぽっく
◇ 対象　若者の家族の方など
◇ 講師　木田佐知子さん（くにたち心理相談室
室長）
◇ 定員　30人（申込順）
◇ 保育　３か月以上の未就学児10
人（申込順）
☆申し込みは、４月19日から地域保
健係（あいぽっく内）☎544-5126へ。

ゲートキーパー養成研修の参
加者を募集

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
期

限
内
に

　
平
成
31
年
４
月
分
〜
２
０
２
０
年

３
月
分
の
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額

１
万
６
４
１
０
円
で
す
。

　
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融

機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア（
一
部
を
除
く
）な
ど
で
納
付

で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
や
口
座
振
替
で
も
納
付
で
き

ま
す
。
前
納
な
ど
を
す
る
と
、
保
険

料
が
割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎

042-

523-

０
３
５
２
へ
。

昭
島
市
国
民
保
護
計
画

を
変
更

　

国
民
保
護
の
関
連
法
令
の
改

正
な
ど
に
伴
い
、昭
島
市
国
民
保

護
計
画
を
変
更
し
ま
し
た
。

　

詳
し
い
内
容
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、市
役
所
２
階
行

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
防
災
課
へ
。

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

退
職
し
た
方
は
国
民
年
金
の
手

続
き
を

　
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
会
社

員
や
公
務
員
な
ど
が
、
20
歳
以
上
60

歳
未
満
で
退
職
し
た
と
き
は
、
国
民

年
金
へ
加
入
す
る
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
退
職
し
た
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

配
偶
者
も
、
第
３
号
被
保
険
者
か
ら

第
１
号
被
保
険
者
へ
の
変
更
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　

退
職
日
の
分
か
る
証
明
書（
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
）、
印

鑑
、
年
金
手
帳
を
持
っ
て
、
市
役
所

年
金
係
ま
た
は
東
部
出
張
所
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。　

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
年
金
係
へ
。

学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
を

　
学
生
も
20
歳
に
な
っ
た
ら
必
ず
国

民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
収
入
が
少
な
く
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度
が

あ
り
ま
す（
要
件
あ
り
）。

◎
希
望
す
る
方
は
申
請
を

　
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書
、
印

鑑
、
年
金
手
帳（
お
持
ち
の
方
）を

持
っ
て
、
市
役
所
年
金
係
ま
た
は
東

部
出
張
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
引
き
続
き
希
望
す
る
方
は

　
30
年
度
分
の
納
付
特
例
を
受
け
て

い
る
方
が
、
引
き
続
き
31
年
度
分
の

納
付
特
例
を
希
望
す
る
場
合
も
、
申

請
が
必
要
で
す
。
日
本
年
金
機
構
か

ら
申
請
の
た
め
の
は
が
き
が
送
付
さ

れ
た
方
は
、
記
入
し
投
函か

ん
す
れ
ば
申

請
が
完
了
し
ま
す
。

◎
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す

　
申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月

分
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
年
金
な
ど
を

受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
が
困
難
な
方
は
相
談
を

　
学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
納

付
が
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
に
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
年
金
係
へ
。


